
 

掲 示 第 ８ ９ 号 

令和８年２月２４日 

 

 

保 税 蔵 置 場 の 許 可 の 承 継 に つ い て 

 

標記のことについて、関税法第４８条の２第６項の規定により、下記のとおり公告する。 

 

 

                                    東京税関長  松重 友啓 
 

 

記 
 

 

 

承 継 を 受 け た 者 の 

名 称 及 び 住 所 

承 継 に 係 る 保 税 蔵 置 場 の 

名 称 及 び 所 在 地 

承継前に許可を受けていた者

の 名 称 及 び 住 所 

承 継 後 の 保 税 蔵 置 場 の 

名 称 及 び 所 在 地 
承継された許可期間 

 

株式会社Ｍ 

（令和８年３月１日付「日本コンセプト

株式会社」に商号変更予定） 

（法人番号:2010401187648） 

東京都千代田区有楽町一丁目１３番２号 

第一生命日比谷ファースト１８階 

 

日本コンセプト株式会社 

新潟支店 保税蔵置場 

新潟県新潟市北区濁川４３０７番１ 

日本コンセプト株式会社 

（法人番号:9010001062088） 

東京都千代田区大手町一丁目９番７号 

日本コンセプト株式会社 

新潟支店 保税蔵置場 

新潟県新潟市北区濁川４３０７番１ 

自 令和 ８年 ３月 １日 

至 令和１２年１２月３１日 

 


